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公  示 

 

 「災害時における河川災害応急復旧業務【災害対策用機械】に関する協定」に

ついて 

 

 標記について、協定締結に参加希望される方は下記により申請してください。 

本協定の締結者は、関東地方整備局が実施する総合評価落札方式の競争入札において、企業の 

技術力で「地域貢献度（災害協定等の有無）」の項目を設定している場合、加算評価されます。 

また、当該協定に基づき災害応急復旧業務（防災訓練を除く）を行うと「地域貢献度（災害協定に基

づく活動実績の有無）」の項目を設定している場合において加算評価されます。 

 

                           令 和 ５ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 

                           国土交通省関東地方整備局 

                           下 館 河 川 事 務 所 長 

海津 義和 

 

記 

 

１．協定の目的 

下館河川事務所の管理する河川管理施設等において発生した災害の応急復旧について、こ

れに必要な資機材、労力等の確保及び動員の方法を定め、災害の拡大防止と被災施設の早期

復旧に資することを目的とする。 

 

２．協定の内容 

（１） 協定書（案）  別冊のとおり 

（２） 協定区間   別紙 下館河川事務所直轄管理区間 

   （３）  協定内容   本協定で想定している作業は、災害対策用機械（排水ポンプ車、照明

車、対策本部車、待機支援車）の設置・操作等の運用補助作業とする。

（下館河川事務所で保有している災害対策用機械は別紙２のとおりであ

る。） 

（４） 協定区分     災害対策用機械 

 

３．申請書類 

（１） 申請書    様式－１ 

（２） 調査票    様式－２ 

※調査票は令和５年１０月２６日現在で作成する。 

 

４．申請者の条件 

 次に掲げる条件をすべて満足する者とする。 

（１） 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 70条及び第 71条の規定に該当し 

ない者であること。 

（２）  次に掲げるいずれかの資格を有している者であること。  

①関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）令和５・６年度一般競争（指名競争）参加資格 

業者のうち機械設備工事に認定されている者であること（会社更生法（平成 14年法律第 

154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11年法 

律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の 
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決定後、関東地方整備局長（以下「局長」という。）が別に定める手続きに基づく一般競争 

（指名競争）参加資格の再認定を受けていること。）。 

②令和０４・０５・０６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の 

Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者である 

こと。なお、「競争参加者の資格に関する公示」（令和４年３月３１日付官報）に記載されて 

いる時期及び場所で競争参加資格の申請を受け付ける。  

（３） 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づき再生手続開始の申立てがなされている者（（２）の再認定を受けた者を除く。）でない

こと。 

（４） 資料の提出期限の日から協定締結までの期間に、関東地方整備局長から工事請負契

約に係わる指名停止等の措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。 

（５） 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない

こと。 

（６）  関東地方整備局管内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。 

（７） 対策訓練又は講習会を開催する場合は参加できること。 

（８） 災害協定に基づき施工業者等と請負契約を取り交わす時点において、施工業者等が 

  法定外労働災害補償制度に加入していること。また、当該法定外労働災害補償制度は、

元請・下請を問わず補償できる保険であること。 

 なお、法定外労働災害補償制度には工事現場単位で随時加入する方式と直前１年間

の完成工事高により掛金を算出し保険期間内の工事を保険対象とする方法があるが、

請負契約の条件となる保険は、いずれかの方式であっても差し支えない。 

 ただし、管内事務所が施工業者等と災害協定を締結する時点において、施工業者等

が法定外労働災害補償制度に加入していることは条件としない。 

 

５．申請資料の審査項目及び審査基準について 

・申請書（様式－１） 

・下記における審査項目について審査を行います。  

 

審査項目 審査基準 欠格要件 

施工実績 

（様式－２） 

【協定区分：災害対策用機械】 

施工実績は求めない 

 

協定に基づく出動要

請を行った場合の派

遣可能技術者の資

格又は実務経験等 

（様式－２） 

【協定区分：災害対策用機械】 

過去に関東地方整備局管内で実施した災害対策用機械操 

作訓練等の経験を有する者。 若しくは、本協定締結後速や 

かに操作訓練等参加可能な技術者を配置できること。 

派遣できる

有資格者

が い な い

場合 

協定に基づく出動要

請を行った場合の派

遣可能作業員の人

数 

（様式－２） 

【協定区分：災害対策用機械】 

派遣可能作業員の人数を記載すること。 

なお、協力会社の人数を含めても良い。 

※１ 

 

作業員 を

派遣できな

い場合 

 

 

 ※１  作業員の配備に関して、自社社員であることを証する書面の写し、又は協力会社との 

   協定又は契約等の写しを添付して下さい。 

 

６．協定期間 
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協定期間：令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで。 

※協定締結日は令和６年４月１日（月）とする。 

              

７．申請書の交付及び提出 

（１） 申請書等の交付 

１）下館河川事務所のホームページにて交付する。 

  ＨＰアドレス ： http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/ 

２）交付期間 ： 令和５年１０月２６日（木）～令和５年１１月２７日（月） 

                    ８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日） 

          ３）上記１）による交付方法で入手ができない場合は、記録媒体（ＣＤ－Ｒ等）を下記 

（５）問い合わせ先に持参することにより電子データを交付する。なお、この場合は、

事前に下記（５）問い合わせ先にその旨、連絡するものとする。 

この場合の交付期間についても上記２）と同様とする。 

（２） 提出方法 

     提出方法は、郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る（下記（４）提出期

間内に必着）。また、持参による場合は下記（４）の受付時間内に限る。なお、ＦＡＸ、電子

メール等によるものは、受け付けない。 

（３） 提出部数 

     １部（袋とじ、割印）、紙によるもの 

（４） 提出期間および受付時間 

令和５年１０月２６日（木）～令和５年１１月２７日（月） 

      ８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）必着 

（５） 提出場所及び問い合わせ先 

   〒３０８－０８４１ 茨城県筑西市二木成１７５３番地 

   国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所 管理課 

   TEL ０２９６－２５－２１６９（直通） 

                                      

８．申請書作成等に対する質問 

（１） 問い合わせの方法 

     質問書類の様式は任意とし、書類を持参、郵送（書留に限る）、又はＦＡＸにより提出す 

 ること。  

（２） 提出期間および受付時間 

   令和５年１０月２６日（木）～令和５年１１月２０日（月） 

      ８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）必着 

（３） 回答期間及び回答方法 

１）回 答 方 法：下館河川事務所ホームページ及び各閲覧場所・掲示板にて回答する 

２）回答予定日：令和５年１１月２２日（水） 

             ※閲覧等は、８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日） 

（４） 提出場所及び問い合わせ先 

   〒３０８－０８４１ 茨城県筑西市二木成１７５３番地 

   国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所 管理課 

   TEL ０２９６－２５－２１６９（直通） 

FAX  ０２９６－２５－２１７０（直通） 

 

９．選定結果の通知等 

（１） 申請書を審査の上、選定結果を申請者に郵送による書面にて通知する。なお、通知日

は令和５年１２月１１日（月）を予定している。 
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１０．締結できない者に対する理由の説明等 

（１） 上記９．において災害協定の締結ができないものとして通知を受けた者は、下館河川

事務所長に対して締結できない理由について、書面（任意様式）により説明を求めること

ができる。 

（２） 提出方法 ： 持参及び郵送（書留に限る。） 

                ※ＦＡＸによるものは受け付けない。 

（３） 提出期限 ： 令和５年１２月１１日（月）～令和５年１２月１４日（木） 

        ８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）必着 

（４） 提出場所及び問い合わせ先 

上記８．（４）と同様 

（５） 回答期限及び回答方法 

令和５年１２月１９日（火）までに書面により回答する。 

１１．災害協定の締結等 

（１） 上記９．において災害協定を締結できる者として選定結果の通知を受けた者は、選定

結果の通知に添付されている協定書２通に押印し、その内の１通と別添の調査票を作成

し、合わせて返送するものとする。 

（２） 提出期限 ： 令和５年１２月１１日（月）～令和５年１２月２５日（月） 

        ８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日）必着 

（３） 提出場所及び問い合わせ先 

上記８．（４）と同様 

 

１２．その他 

（１） 調査票作成等に要する費用は、提出者の負担とする。 

（２） 本公示、協定書（案）、協定区間、申請書および調査票等の印刷物の請求には応じな

い。 

（３） 提出する申請書、調査票は、当目的以外には使用することはない。 

（４） 提出された申請書、調査票は返却しない。なお、差し替え・再提出は認めない。 

（５） 本公示、協定書（案）、協定区間、申請書および調査票については、下記に示す当事務

所のホームページよりダウンロードしてください。 

 

 ◆下館河川事務所ホームページアドレス  http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/ 

 

 ◆掲示・閲覧場所、期間および閲覧時間 

  【掲示・閲覧場所】 

・国土交通省 関東地方整備局 下館河川事務所 閲覧コーナー掲示板及び各出張所 掲示板 

下館河川事務所 （茨城県筑西市二木成 1753） 

鎌庭出張所 （茨城県常総市新石下 1302） 

伊讃出張所 （茨城県筑西市女方 173） 

石井出張所 （栃木県宇都宮市石井町 2347） 

氏家出張所 （栃木県さくら市大字大中 323-2） 

藤代出張所 （茨城県取手市小浮気 144-1） 

水海道出張所 （茨城県常総市水海道橋本町 3526-1） 

黒子出張所 （茨城県筑西市大字井上 890-6） 

真岡出張所 （栃木県真岡市田町 1518） 

  【閲覧期間および時間】 

     ・掲示・閲覧場所とも下記のとおり 

http://www.ktr.mlit.go.jp/shimodate/
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     令和５年１０月２６日（木）～令和５年１２月２０日（水） 

       ８：３０～１７：１５まで（土曜日、日曜日、祝日を除く毎日） 

 

                                                                  以 上 

 

 



別紙 下館河川事務所直轄管理区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤代出張所 

 

水海道出張所 
黒子出張所 

真岡出張所 

 

鎌庭出張所 

 

石井出張所 伊讃出張所 

氏家出張所 

河川災害応急復旧業務【災害対策用機械】 出張所担当区間 

大谷川管理区間 

田川管理区間 
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下館河川事務所【災害対策用機械】 

下館河川事務所【災害対策用機械】 

← 鬼怒川 

← 小貝川 
【保有状況】 

●：下館河川事務所 

  照明車２台 排水ポンプ車２台 

●：黒子出張所 

  照明車１台 排水ポンプ車１台 

●：水海道出張所 

  排水ポンプ車２台 



業務対象機械一覧
別紙２

排　水　ポ　ン　プ　車 排　水　ポ　ン　プ　車 排　水　ポ　ン　プ　車 排　水　ポ　ン　プ　車

２５－４３５９ ２５－４３５２ ２４－４３５７ ２１－４３５５

水中ポンプ式 水中ポンプ式 水中ポンプ式 水中ポンプ式

６０m3/分（全揚程１０ｍ） ３０m3/分（全揚程１０ｍ） ３０m3/分（全揚程１０ｍ） ３０m3/分（全揚程１０ｍ）

㈱荏原製作所 ㈱クボタ ㈱荏原製作所 ㈱クボタ

保管場所 下館河川事務所 下館河川事務所 水海道出張所 水海道出張所

地先名 茨城県筑西市二木成1753番地　 茨城県筑西市二木成1753番地　 茨城県常総市水海道橋本町3526-1 茨城県常総市水海道橋本町3526-1

平成２７年２月 平成２６年３月 平成２６年３月 平成２１年３月

いすゞギガ　QKG-CYZ77AJ　平成２６年式 日野レンジャー　SDG-GX7JKAA　平成２５年式 いすゞフォワード　SDG-FSS90S1　平成２５年式 日野レンジャー　　BDG-GX7JKWA   平成２０年式

17,480 9,010 9,080 9,770

免許区分 大型 中型 中型 中型

【発電機】（排水ポンプ用） 【発電機】（排水ポンプ用） 【発電機】（排水ポンプ用） 【発電機】（排水ポンプ用）

　形　　　式　：　水冷ディーゼル機関発動発電機 　形　　　式　：　水冷ディーゼル機関発動発電機 　形　　　式　：　水冷ディーゼル機関発動発電機 　形　　　式　：水冷ディーゼル機関発動発電機

　 　燃　　　料　：　軽油 　燃　　　料　：　軽油 　燃　　　料　：　軽油 　燃　　　料　：　軽油

　台　　　数　：　１台 　台　　　数　：　１台 　台　　　数　：　１台 　台　　　数　：　１台

　相　　　数  ：　３相  440V 　相　　　数  ：　３相  440V 　相　　　数  ：　３相  440V 　相　　　数  ：　３相  440V

　定 格 出 力 ：　300kVA  　定 格 出 力 ：　125kVA  　定 格 出 力 ：　125kVA  　定 格 出 力 ：　125kVA  

【排水ポンプ】 【排水ポンプ】 【排水ポンプ】 【排水ポンプ】

　形　　　式　：　水中モーター駆動ポンプ 　形　　　式　：　水中モーター駆動ポンプ 　形　　　式　：　水中モーター駆動ポンプ 　形　　　式　：　水中モーター駆動ポンプ

　台　　　数　：　８台 　台　　　数　：　４台 　台　　　数　：　４台 　台　　　数　：　４台

　口　　　径　：　φ２００ 　口　　　径　：　φ２００ 　口　　　径　：　φ２００ 　口　　　径　：　φ２００

　吐  出  量  ：  7.5m3/min  　 揚程　10ｍ 　吐  出  量  ：  7.25m3/min  　 揚程10ｍ 　吐  出  量  ：  7.25m3/min  　 揚程10ｍ 　吐  出  量  ：  7.25m3/min  　 揚程10ｍ 

　電動機形式　：　乾式水中同期電動機　 　電動機形式　：　乾式水中同期電動機　 　電動機形式　：　乾式水中同期電動機　 　電動機形式　：　乾式水中同期電動機　

　重　　　量　：　３４ｋｇ／台 　重　　　量　：　３７ｋｇ／台 　重　　　量　：　３５ｋｇ／台 　重　　　量　：　３７ｋｇ／台

　　　　　　　　　（ｹｰﾌﾞﾙ等は含まない乾燥重量） 　　　　　　　　　（ｹｰﾌﾞﾙ等は含まない乾燥重量） 　　　　　　　　　（ｹｰﾌﾞﾙ等は含まない乾燥重量） 　　　　　　　　　（ｹｰﾌﾞﾙ等は含まない乾燥重量）

　ケ ー ブ ル ：　ポンプ１台あたり ５０m 　ケ ー ブ ル ：　ポンプ１台あたり ６０m 　ケ ー ブ ル ：　ポンプ１台あたり ６０m 　ケ ー ブ ル ：　ポンプ１台あたり ６０m

　　　 　　　

【操作制御盤】 【操作制御盤】 【操作制御盤】 【操作制御盤】

　数　　　量　：　１面 　数　　　量　：　１面 　数　　　量　：　１面 　数　　　量　：１面

【排水用ホース】　 【排水用ホース】　 【排水用ホース】　 【排水用ホース】　

　　口径200mm×各種延長 　　口径200mm×各種延長 　　口径200mm×各種延長 　　口径200mm×各種延長

［照明灯］ 【照明灯】 【照明灯】 【照明灯】

1000W メタルハライド灯　　１灯（バルーン式） 1000W メタルハライド灯　　１灯（バルーン式） 1000W メタルハライド灯　　１灯（バルーン式） 1000W メタルハライド灯　　１灯（バルーン式）

　　　

　

機　械　名

建設機械番号

納入業者名

納入年月

場所

車両型式及び年式

車両総重量(kg)

型　　式

性　　能

各部構造



業務対象機械一覧
別紙２

排　水　ポ　ン　プ　車 照　　　　　　明　　　　　　車 照　　　　　　明　　　　　　車 照　　　　　　明　　　　　　車

２０－４３５２ ２４－４３５３ ２０－４３５５ Ｒ０２－４３０７

水中ポンプ式 ２柱式 ２柱式 ブーム式

６０m3/分（全揚程１０ｍ） ２ｋＷ×６灯（メタルハライド灯） ２ｋＷ×６灯（メタルハライド灯） ＬＥＤ灯

㈱クボタ 東京いすゞ 東京いすゞ ㈱タダノ

保管場所 黒子出張所 下館河川事務所 黒子出張所 下館河川事務所

地先名 茨城県筑西市井上890-6 茨城県筑西市二木成1753番地　 茨城県筑西市井上890-6 茨城県筑西市二木成1753番地　

平成２１年３月 平成２５年３月 平成２１年３月 令和３年２月

日野レンジャー　　BDG-GX7JKWA   平成２０年式 いすゞ　エルフ　　TDG-NKS85AN　平成２４年式 いすゞ　エルフ　　BDG-NKS85AN　平成２０年式

10,030 5,675 5,595

免許区分 中型 中型（8t限定可） 中型（8t限定可）

【発電機】（排水ポンプ用） 【発電機】（照明装置用） 【発電機】（照明装置用） 【発電機】（照明装置用）
　形　　　式　：水冷ディーゼル機関発動発電機 　形　　　式　：水冷ディーゼル機関発動発電機 　形　　　式　：水冷ディーゼル機関発動発電機 　形　　　式　：水冷ディーゼル機関発動発電機

　 　燃　　　料　：　軽油 　燃　　　料　：　軽油 　燃　　　料　：　軽油 　燃　　　料　：　軽油
　台　　　数　：　１台 　台　　　数　：　１台 　台　　　数　：　１台 　台　　　数　：　１台
　相　　　数  ：　３相  440V 　定 格 出 力 ：　220V  50Hz  20kVA 　定 格 出 力 ：　220V  50Hz  20kVA 　定 格 出 力 ：220V  60Hz  25kVA
　定 格 出 力 ：　125kVA  

【照明装置】 【照明装置】 【照明装置】
【排水ポンプ】 　出　　　力　：　２ｋW×６灯 　出　　　力　：　２ｋW×６灯 　出　　　力　：　１．３ｋW以下×６灯
　形　　　式　：　水中モーター駆動ポンプ 　ランプ形式  ：　ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ（ｼｮｰﾄｱｰｸﾀｲﾌﾟ） 　ランプ形式  ：　ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ（ｼｮｰﾄｱｰｸﾀｲﾌﾟ） 　ランプ形式  ：　ﾒﾀﾙﾊﾗｲﾄﾞﾗﾝﾌﾟ（ｼｮｰﾄｱｰｸﾀｲﾌﾟ）
　台　　　数　：　４台 　全　光　束  ：　１．２ MLm 　全　光　束  ：　１．２ MLm 　全　光　束  ：　１．２ MLm
　口　　　径　：　φ２００ 　投　光　器  ：　防雨形耐食仕様 　投　光　器  ：　防雨形耐食仕様 　投　光　器  ：　アルミ製　防雨形耐食仕様
　吐  出  量  ：  7.25m3/min  　 揚程10ｍ 　ランプ配列  ：　３灯×２ 　ランプ配列  ：　３灯×２ 　ランプ配列  ：　３列２段
　電動機形式　：　乾式水中同期電動機　 　安　定　器  ：　ﾍﾞｰｽ車両搭載方式 　安　定　器  ：　ﾍﾞｰｽ車両搭載方式 　安　定　器  ：　ﾍﾞｰｽ車両搭載方式
　重　　　量　：　３７ｋｇ／台 　　　　　　　　　（定電力型　６個） 　　　　　　　　　（定電力型　６個） 　　　　　　　　　（定電力型　６個）
　　　　　　　　　（ｹｰﾌﾞﾙ等は含まない乾燥重量） 　照 明 架 台 ：　ベース車両一体方式 　照 明 架 台 ：　ベース車両一体方式 　照 明 架 台 ：　ベース車両一体方式
　ケ ー ブ ル ：　ポンプ１台あたり ６０m

【照明灯昇降装置】 【照明灯昇降装置】 【照明灯昇降装置】
【操作制御盤】   形　　　式　：　電動伸縮式（２柱）   形　　　式　：　電動伸縮式（２柱）   形　　　式　：　３段全油圧伸縮式
　数　　　量　：１面 　投光器俯仰角度：０°～１８０°（車両前方を0）　 　投光器俯仰角度：０°～１８０°（車両前方を0）　 　　　　　　　　　　及び最上段部油圧折曲げ式

　旋 回 角 度 ：　０～３５０°（車両前方を0） 　旋 回 角 度 ：　０～３５０°（車両前方を0） 　作 業 半 径 ：１０．１ｍ　（投光器先端にて）
【排水用ホース】　 　投光器地上高：　最大１０ｍ 　投光器地上高：　最大１０ｍ 　投光器俯仰角度：　１０°～１４０°　
　　口径200mm×各種延長 　制 御 装 置 ：　自動格納装置、可動限界ﾘﾐｯﾄ 　制 御 装 置 ：　自動格納装置、可動限界ﾘﾐｯﾄ 　　　　　　　　　（対折曲げブーム）

　　　　　　　　　（手動操作も可能） 　　　　　　　　　（手動操作も可能） 　投光器地上高：　－３．８ｍ～２０．３ｍ
【照明灯】 　　　　　　　　　（投光器６灯中心）
1000W メタルハライド灯　　１灯（バルーン式） 【アウトリガー装置】 【アウトリガー装置】 　旋 回 角 度 ：　３６０°連続

　形　　　式　：　全油圧式 　形　　　式　：　全油圧式 　旋 回 装 置 ：　油圧ﾓｰﾀ駆動ｳｫｰﾑ歯車減速機
　張り出し幅　：　０ｍ 　張り出し幅　：　０ｍ 　制 御 装 置 ：　自動脱出・格納装置

　　　 　　　　　　　　　作業範囲規制装置
【照明操作配電盤】 【照明操作配電盤】
　数　　　量　：　１面 　数　　　量　：　１面 【アウトリガー装置】

　形　　　式　：　全油圧Ｈ型（前後）
【付属装置】 【付属装置】 　張り出し幅　：　最大３．５ｍ
風速計（２～６０ｍ／ｓ）　１基 　　風速計（２～６０ｍ／ｓ）　１基
補助投光器　２基 　　補助投光器　２基 【動力取出装置】
　配電盤　1面（外部電源入力、発発電源出力可能） 　配電盤　1面（外部電源入力、発発電源出力可能） 　形　　　式　：　トランスミッションＰＴＯ

場所

納入年月

車両型式及び年式

車両総重量(kg)

各部構造

機　械　名

建設機械番号

型　　式

性　　能

納入業者名



 

申 請 書、調 査 票 の 提 出 に あ た っ て 

 

 

１．提出部数は１部、袋とじ、割印 

 

２．下記、全ての書類を綴じ込んで下さい。 

 

  編纂順序 様式－１ 

       様式－２ 

       様式－２の添付書類（契約書等の写し、CORINS・資格書等の写し） 

        

 

３.提出書類は、様式－１を１ﾍﾟｰｼﾞとした通し番号を付するとともに全ﾍﾟｰｼ数を表示 

すること（ﾍﾟｰｼﾞの例：P１／○～P○／○）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式－１                                                    （用紙は A4 とする） 

 

協 定 参 加 申 請 書 

 

令和  年  月  日 

 

国土交通省 関東地方整備局 

下 館 河 川 事 務 所 長 

          〇〇 〇〇 様  

 

 

 

               住所 〒 

                                            

               代表者      

                                                 

                                                                   印 

 

 

 

 「災害時における河川災害応急復旧業務【災害対策用機械】に関する協定」に参加した

く申請いたします。 

 

 

 

               担 当 者：  

 

                部 署： 

                     

                                    電話番号：  

                                             内線 

                          ＦＡＸ番号： 

メールアドレス： 

 

 

 

 

 

 



様式－２                                                      （用紙は A4 とする） 

 

 

河川災害応急復旧業務に関する調査票 

                                     

                       会社名             

１．協定区分 

 記入欄（例） 

 

協定区分 

 

主な機械名及び協定内容 

 

対応可 

災害対策用機械 災害対策用機械（排水ポンプ

車、照明車、対策本部車、待機

支援車）の設置・操作等の運用

補助作業が行えること 

※上記機械のいずれかでも可と

する 

○ 

（例：ただし、待機

支援車は除く） 

注１） 申請する協定区分について、○をつけてください。 

注２） 協定区分おいて、一部の機械の場合は、対応可能な機械名が分かるように記入してください。 

 

２．協定に基づく出動要請を行った場合の派遣可能技術者の資格又は実務経験等 

協定区分（災害対策用機械） ○名 

  1 氏名 ○○ ○○ 実務経験 Ｒ○○年度 災害対策用機械操作訓練参加 

注１） 派遣可能な技術者の総数を記入して下さい。 

注２） 実務経験を記入して下さい。実務経験については、参加した訓練の修了証を添付して下さい。 

（操作訓練等参加可能の場合は、「操作訓練等参加予定等」と記入して下さい） 

 

３．協定に基づく出動要請を行った場合の派遣可能作業員の人数 

 災害対策用機械 

派遣可能作業員の人数 
自社 ○ 人 

協力会社 ○ 人 

注） 協力会社の作業員については、協力会社の了解を得た旨の証明書（書式自由・了解印必須）を 

添付して下さい。 



（案） 

災害時における河川災害応急復旧業務 

【災害対策用機械】に関する協定書 

 

 国土交通省関東地方整備局下館河川事務所長 海津 義和（以下「甲」という。）

と、株式会社○○○○代表取締役 ○○○○（以下「乙」という。）とは、風水害・

地震・河川水質事故・大規模火災等で発生した災害時（以下「災害」という。）にお

ける河川応急復旧業務【災害対策用機械】（以下「業務」という。）の実施に関し、

次のとおり協定する。 

 

  （目的） 

第１条   この協定は下館河川事務所（以下「事務所」という。）が管理する河川施

設等（以下「河川」という。）において発生した災害の応急復旧に関し、こ

れに必要な災害対策用機械について、甲乙双方が動員の方法を定め、もって

災害の拡大防止と被害施設の早期復旧について、その円滑な運営を期するこ

とを目的とする。 

 

（協定の適用区分） 

第２条 協定が適用される区分は、【災害対策用機械】の設置・操作等の運用補助作

業とする。 

 

  （業務の実施区間） 

第３条 業務の実施区間は、別紙の事務所直轄管理区間の全区間とする。 

 

  （業務の指示） 

第４条 業務の指示は、甲または担当する第３条に定める区間を担当とする事務所職

員等（以下「職員等」という。）が行うものとし、乙はその指示に従うものと

する。 

 

  （業務の実施体制） 

第５条 甲は、河川に災害が発生し必要と認めるときは、被害状況に応じて書面又は

電話等の方法により乙に出動を要請するものとする。 

２．乙は、要請を受けた場合、直ちに被災状況を把握し、書面又は電話等の方法

により職員等に報告し、甲又は職員等の指示による当該被害の応急復旧業務を

実施するものとする。 

３．乙は、要請を受け業務を実施する場合、速やかに現場責任者を定め、書面又

は電話等の方法により職員等に報告するものとする。 

 



（業務の完了） 

第６条 第５条第３項で定めた現場責任者は業務を完了したとき電話等の方法により、

直ちに職員等へその旨を報告するものとする。 

 

  （業務の実施報告） 

第７条 乙は、業務が完了したときは、作業開始時刻、作業完了時刻及び使用した災

害対策用機械を速やかに職員等に報告するものとする。 

 

  （契約の締結） 

第８条 甲は第５条第１項により乙に出動を要請したときは、遅滞なく随意契約を締

結するものとする。なお乙は随意契約の締結にあたり､法定外労働災害補償制

度に加入しているものとする。 

   

（業務の特例） 

第９条 乙は、甲が特に必要として第３条に規定する以外の区間に出動を要請する場

合は、甲乙協議して実施するものとする。 

 

（費用の請求） 

第１０条 乙は、業務完了後当該業務に要した費用を第８条により締結した契約に基

づき甲に請求するものとする。 

 

（費用の支払） 

第１１条 甲は、前条の規定により請求を受けたときは、その内容を精査し、第８条

により締結した契約に基づき費用を支払うものとする。 

 

（損害の負担） 

第１２条 業務の実施に伴い、甲、乙双方の責に期さない理由により第三者に損害を

およぼしたとき、または災害対策用機械に損害が生じたときは、甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

（法定外労働災害補償制度への加入） 

第１３条 災害協定に基づき請負契約を取り交わす時点において、乙は法定外労働災

害補償制度に加入していなければならない。この際、当該法定外労働災害補

償制度は、元請け・下請を問わず補償できる保険であるものとする。 

なお、請負契約の条件となる法定外労働災害補償制度は、工事現場単位で

随時加入する方式または直前１年間の完成工事高により掛け金を算出し保険

期間内の工事を保険対象とする方式のいずれの方式であってもよいものとす

る。 



 

（有効期間及び効力） 

第１４条 この協定の有効期間は令和６年４月１日から令和９年３月３１日までとす

る。 

 ただし、乙が取引停止の事実や不渡りの情報、会社更生法・民事再生法の

申請等が有った場合、甲は書面による通告をもって協定解除を行うことがで

きるものとする。 

２．乙が関東地方整備局長から「地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名

停止等の措置要領（昭和５９年３月２９日 建設省厚第９１号）」に基づく

指名停止期間中は、当該協定を適用しない。 

  ただし、予め関東地方整備局長の承認を受けた場合は、この限りではない。  

   

  （研修等への参加） 

第１５条 甲が業務遂行上必要と認められる訓練・研修等に関し、乙の参加を要請す

ることができるものとする。 

２．乙は、災害対策用機械の運搬・展開補助を円滑に行うために甲が実施す

る操作訓練に参加しなければならない。 

 

  （協定の解除）  

第１６条  甲は、乙に対して本協定を締結するのが著しく不当と認められる

場合、又は乙が甲に対して協定締結の解除の申し出があった場合は、

甲乙協議のうえ、協定締結を解除することができる。  

 

（協議） 

第１７条 この協定に定めない事項または疑義が生じた事項については、その都度甲

乙双方が協議して定めるものとする。 

 

（雑則） 

第１８条 この協定の証として本書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ各自１通を保

有する。 

 

 

 

                                           令和６年 ４月 １日 

 

     甲 国土交通省 関東地方整備局 

                         下館河川事務所長 海 津  義 和 

 



          乙 住   所 

       氏   名 

 



別紙 下館河川事務所直轄管理区間 
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河川災害応急復旧業務【災害対策用機械】 出張所担当区間 

大谷川管理区間 
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下館河川事務所【災害対策用機械】 

下館河川事務所【災害対策用機械】 

← 鬼怒川 

← 小貝川 
【保有状況】 

●：下館河川事務所 

  照明車２台 排水ポンプ車２台 

●：黒子出張所 

  照明車１台 排水ポンプ車１台 

●：水海道出張所 

  排水ポンプ車２台 


